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装備品等の研究の種別及び年度業務計画案の様式について（通知）

標記について、防衛装備庁における装備品等研究開発実施要領について（装技計第

１１６５９号。令和５年６月２９日。以下「通知」という。）別紙の第６第１項の規

定に基づき、別紙のとおり定め、令和５年８月１日から適用することとしたので通知

する。

なお、装備品等の研究の種別及び年度業務計画の細部計画案について（装技計第４

８６４号。令和４年３月２９日）は、令和５年７月３１日をもって廃止する。
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別紙

装備品等の研究の種別及び年度業務計画案の様式について

１ 装備品等の研究の種別

装備品等の研究開発に関する訓令（平成２７年防衛省訓令第３７号。以下「省訓

令」という。）第２条第５号に掲げる装備品等の研究の種別は、次の表のとおりと

する。

種 別 説 明

ア 研究試作 装備品等の開発に必要な技術上の知識を取得し、及
び技術を確認するために行う試作品の製作

イ 部内研究 長官官房装備開発官が計画し、及び実施するもので、
試作又は研究試作に係る考案及び調査研究で、実施期
間は原則として３箇年以内とする。

ウ 第２種Ａ所内研究 研究所が計画し、及び実施するもので、現に行って
いる研究試作又は原則として２箇年以内に着手しよう
とする研究試作に係る考案及び調査研究

エ 第２種Ｂ所内研究 研究所又は試験場が計画し、及び実施するもので、
独自の構想に基づく考案及び調査研究

オ 第３種所内研究 研究所が計画し、及び実施するもので、先進技術の
装備品等への適用に係る考案及び調査研究であり、通
知別紙の第３第４項第２号に規定する先進技術の橋渡
し研究を対象とする。

カ 改善研究 長官官房装備開発官又は研究所が計画し、及び実施
するもので、現有装備品等の改善に関連して自衛隊等
から技術的な解明を依頼された事項について、技術上
の知識を取得するために行う考案及び調査研究

キ 部内設計研究 長官官房艦船設計官が計画し、及び実施するもので、
将来の艦艇の創製に係る設計作業及びそれに付随する
調査研究

ク 特別研究 試験研究費の重点的投入により、特別に成果の促進
等を図ろうとする特定課題の考案及び調査研究で、原
則として、総経費は５億円未満で実施期間は３箇年以
内とする。

ケ 技術調査研究 技術上の知識を取得するために行う技術調査であり、
通知別紙の第３第４項第３号に規定する進展の速い民
生先端技術の短期実用化に関する取組を対象として含
む。

コ 所内試験 研究試作した研究試作品の性能を確認し、及びその
研究試作品を用いて技術上の知識を取得するために行
う試験並びに現有装備品等の改善又は経年特性の確認
に資するため、開発が完了した試作品又は装備品等を
用いて技術上の知識を取得するために行う試験



サ 安全保障技術 技術戦略部技術振興官が計画し、関係する研究所の
委託研究 協力のもとに外部の研究者に委託するもので、将来装

備品への適用面から着目される独創的な研究又は将来
有望である萌芽的研究であり、通知別紙の第３第４項
第１号に規定する安全保障技術研究推進制度を対象と
する。

シ 技術推進委託研究 装備品等の実用化のために必要となる技術について、
民間企業等に委託し、技術上の知識を取得するための
研究であり、通知別紙の第３第４項第４号に規定する
ゲーム・チェンジャーの早期実用化に資する取組を対
象とする。

２ 年度業務計画案の様式

通知別紙の第６第１項の規定による別に定める年度業務計画案の様式は、次の表

の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる様式のとおりとする。

区 分 様 式
装備品等の研究のうち、特別研究 別紙様式第１

装備品等の研究のうち、部内研究、第２種Ａ所内研究、第 別紙様式第２
２種Ｂ所内研究、第３種所内研究、改善研究、技術調査研
究及び安全保障技術委託研究

装備品等の研究のうち、技術推進委託研究 別紙様式第３

船舶設計（新造及び特別改造並びに概算要目） 別紙様式第４

研究設計(護衛艦、潜水艦、掃海艇及びその他の艦艇並び 別紙様式第５
に一般)

研究用機械器具 別紙様式第６

施設 別紙様式第７

規格 別紙様式第８

放射能調査 別紙様式第９
備考
１ この表に掲げる区分以外の年度業務計画の様式は、適宜とする。
２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

３ 委任規定

装備品等の研究の種別及び年度業務計画案の様式の運用に関し必要な細部事項

は、技術戦略部技術計画官が定めるものとする。



別紙様式第１ 装備品等の研究のうち、特別研究

【記載事項】

１ 研究開発名称

２ 達成要領

(1) 計画線表

(2) 経費

(3) 組織(担当区分、担当部署、担当事項)

(4) 目的

(5) 達成目標

(6) 終了予定年度

(7) 当該年度実施計画

３ その他必要な事項

別紙様式第２ 装備品等の研究のうち、部内研究、第２種Ａ所内研究、第２種Ｂ所内

研究、第３種所内研究、改善研究、技術調査研究及び安全保障技術委託研究

【記載事項】

１ 研究開発名称

２ 目的

３ 経緯(従来の研究開発の成果等)

４ 達成目標(当該年度実施内容の概要)

５ 達成要領

(1) 計画線表

(2) 経費

(3) 組織(担当区分、担当部署、担当事項)

６ その他必要な事項



別紙様式第３ 装備品等の研究のうち、技術推進委託研究

【記載事項】

１ 研究開発名称

２ 達成要領

(1) 計画線表

(2) 経費

(3) 組織(担当区分、担当部署、担当事項)

(4) 目的

(5) 達成目標

(6) 終了予定年度

３ その他必要な事項

別紙様式第４ 船舶設計（新造及び特別改造並びに概算要目）

【記載事項】

１ 研究開発名称

２ 達成要領

(1) 計画線表

(2) 経費

(3) 組織(担当区分、担当部署、担当事項)

３ その他必要な事項

別紙様式第５ 研究設計(護衛艦、潜水艦、掃海艇及びその他の艦艇並びに一般)

【記載事項】

１ 研究開発名称

２ 目的

３ 経緯

４ 達成目標(当該年度実施内容の概要)

５ 達成要領

(1) 計画線表

(2) 経費

(3) 組織(担当区分、担当部署、担当事項)

６ その他必要な事項



別紙様式第６ 研究用機械器具

【記載事項】

１ 研究開発名称

２ 達成目標

(1) 目的又は用途

(2) 主要仕様

３ 達成要領

(1) 計画線表

(2) 経費

(3) 計画担当部署

(4) 設置場所

４ その他必要な事項

別紙様式第７ 施設

【記載事項】

１ 工事名称

２ 達成目標

(1) 建設目的

(2) 工事内容

３ 達成要領

(1) 計画線表

(2) 経費

(3) 計画担当部署

(4) 建設地

４ その他必要な事項



別紙様式第８ 規格

【記載事項】

１ 件名又は名称

２ 制定・改正の目的又は必要性

３ 達成要領

(1) 作成方法

(2) 計画線表

(3) 経費

(4) 組織(担当区分、担当部署、担当事項)

４ その他必要な事項

別紙様式第９ 放射能調査

【記載事項】

１ 件名又は名称

２ 達成要領

(1) 計画線表

(2) 経費

(3) 組織(担当区分、担当部署、担当事項)

３ その他必要な事項


